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ヨーロッパスポーツの現状

1．壁崩壊までの東ドイツのスポーツ・システム

　　ーその歴史・社会学的研究のための

　　　　　　　　　　　　　　予備的研究一

②＜社会主義身体文化の構造＞

社会主義社会の発達水準

分野 主要過程 発展要因

上野卓郎

　（序説）　本報告後、主要な内容を『運動文化研

究』（学校体育研究同志会研究年報）第8号（1990年

7月）の〈海外研究情報〉に論稿化した。したがっ

て、ここでは報告時に示した資料を中心に、論稿

で省いたが再録すべきと思われるものを付加して、

報告概要を記すこととする。問題意識と研究課題

については上記論稿に記したとおりだが、本報告

で基本的な視点としたのは東ドイツ（以下DDR）

スポーツシステムの矛盾の解明であることは改め

て明らかにしておきたい。

若い世代のスポーツ　　　トレーニソグ　　　政治。イデオロギー

　　　　　　　　　　　　スー　的・精神・文化的教
（→臣）練習・トレー二　練集団（コレクティポ身養と教育

ソグ、試合運営　　　フ）での社会主1体

高水準スポー．習離格嚇莚国際的関係
　　　　　　　　　　　　目　　幹部（カーダー〉
余暇・レクリエーショ　　　試　　合

ソ・スポーツ　　　　　　科学
入隊前。軍　隊　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ医学管理

身体鍛練

　　　　　　　　　　　　　　物質的・技術的条
健康管理でのスポーツ　　　　　　　　　　　　　　件と財政手段

指
導
と
計
画

1．DDRスポーツシステムの思想と組織

　システムの中心はDT　S　Bであるが、その組織

については論稿で記述したので省く。以下、報告

で資料として提供したもののなかからシステムの

思想と組織に関わる図表を示す。

①〈発達した社会主義社会での身体文化と

　　　　　　　　　　　　スポーツの複合性〉

　　　　　　　　全社会的
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自然的所与（地理的条件、等）

Aus：u．a．0．S．49

③〈DDR身体文化・スポーツ委員会の構成＞
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2．DDRスポーツ権の論理
　（論稿では簡単に記しただけなので、報告時の

ものを再録しておきたい。）

　1968年4月6日に新憲法が発布され、初めてド

イッ憲法でスポーツを社会生活の構成部分として

定義した。それは、身体文化とスポーツを社会主

義的民族文化のエレメント、統一的社会主義教育

制度のエレメソト、勤労者の労働・生活条件のエ

レメソト、保健の構成部分として特徴づけたので

あった。それは明確に、全ての市民の基本権とし

て身体文化・スポーツ・レクリエーショソ権を宣

言した。（関連条項は第18、25、35、44条に規定さ

れる。）

　しかし、この憲法改正と結びっいた同年9月20

日の国家評議会の方針文書決議「ドイツ民主共和

国における発達した社会システムの形成における

身体文化とスポーツの課題」は、憲法上の権利は

祖国防衛の義務と結合することを市民に教えた。

それは次のように言う。
　　　　　　　　フすルク
　「国家と社会は、国民の、社会主義に独特の
　　　　ナツィオナ　ル
身体文化を民族文化、教育制度、科学技術革命

の過程における勤労者の労働・生活条件の構成部

分としてより包括的に、より深く刻みつける憲法

の委託を実現するものである。……青少年から高

齢者までの規則的なスポーツ活動は社会主義の時

代の人間の生活原理に属する、という認識が住民

のもとで深められ、納得のいくように宣伝されな

けれぱならない。……ドイツ民主共和国では健康

で達成能力ある、スポーツトレーニングによって

鍛えられた人間は、よりよく祖国防衛の要請をみ

たす。それによって、憲法に基づく権利と、平和

を守り、社会主義祖国とわれわれの家族の人生の

幸せを、西ドイツの復活した軍国主義と帝国主義

の報復プラソから守るその当然の義務を認めるの

である。」

　奇妙なことに、この決議はウォルター・ウルブ

リヒト退陣（1971年5月）以降、関連DDR文献で

はもはや言及されなくなる。そこには、SB　Z

（ソ連占領地区）／DDR史でのウルブリヒトの役

割の意識的な軽視とイデオロギー的理由があった

ことは明らかである。ウルブリヒトの「社会主義

の発達した社会システム」から、ホーネッカーの

「発達した社会主義社会」へのD　DR社会規定の

転換と軌を一にし、1982年版『DDRの身体文化・

スポーツ』にはその黙秘理由が次のように記され

ている。rこの時期〔ウルブリヒト退陣期〕、社会

主義社会の一層の発展における複雑な問題が解決

されねばならなかった。経済政策的分野でとくに

影響を及ぽした主観主義的把握と決定とその帰結

が、克服されねばならなかった。……DDRにお

ける社会主義建設の一層の戦略もさらによく考え

なければならなかった。この課題を1971年6月の

第8回大会〔S　E　Dの〕が解決した。」要するに、

ウルブリヒトに代るS　E　D議長としてのホーネッ

カーの最初の党大会がDDRの新しい年代記の起

点とされ、その過去は克服されたものとされるこ

とによって、かの重要な決議も黙殺されてしまっ

たのである。こうした歴史的事情があったことを

ふまえて、この決議と関連づけてDPR憲法の

rスポーツ権」を読まなければならなかったので

はないか、そうでなければ一面的であり、意識的

でなくとも美化することになったと言わざるをえ

ないo

3、DDRスポーツメディア（1988年時点）

　（報告資料として提出したが、論稿では全く省

いたため、ここに収める。）

　①Deutsche　Sport㏄ho一最も重要なマスメディ

ア。DT　S　Bの機関紙ではないが、役員が特に密

接にコソタクトを保つものとされる。東ベルリソ

のSportverlagから約20万部、週5回発行。

　②Theorie　und　Praxis　der　K6rperkultur一

身体文化・スポーツ内閣官房付属科学評議会の月

刊科学雑誌。

　③Start－1986年1月創刊の月刊誌で、DT　S

B同盟幹部会機関誌。練習指導者、審判、その他

の役員、スポーツに関心ある市民対象。

　④K6rpererziehung－Verlag　Volk　md
Wissen発行の月刊誌で児童・青少年スポーツの

教師、トレーナー、練習指導者対象。公式ではな
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いが国民教育省の専門監督下にある。

　⑤Wissenschaftliche　Zeitschrift　der　DHFK．

一ライプツィヒ・ドイツ身体文化大学紀要。

　⑥DDR・Sport一対外宣伝のための数ケ国語編

集によるマガジソ。

　⑦Milit議rverlag，Verlag　Volk　und　Gesund－

heit，DeutschenLandwirtschaftsverlagから発

行されるスポーツ政策専門誌群。

　⑧種目連盟機関誌として、FUWO，Die　Neue

FuBballwoche、nlustdeter　Motorsport、Deu－

tscher　Angelsport、Schach。

　⑨一連のスポーッ連盟の会員向け専門誌、情報

誌（通常西側では入手できない）。

　以上の他に、というより最も重要な情報ソース

として次の二つがある。（i）Neues　Deutschland

－S　E　D機関紙、スポーツ編集部長Klaus　Ul1－

rich、彼は資本主義における政治的商業的目的へ

のスポーツの悪用をテーマとする多数のパソフレッ

トや通俗小説の著者だが、その完全な氏名Dr．

Klaus（Ullhch）Huhnによってスポーツジャー

ナリスト連盟議長、国際スポーツジャーナリスト

連盟副議長である。（ii）Jmg　Welt－F　D　Jの新

聞、スポーツ欄でしばしばDDR公式報道と異な

る、容赦なく批判的な報道を展開し、1989／90年

激変期に西側から最も注目されたメディア。

4．東ドイツのスポーツ政治略史年表

　　　　　（Aus：Ho㎞eiBig，S．117－120．）

1945．7．8．市町村（コミュナル）レベルでのスポーツ運営

　　　　の再開。
　　12．17．1945年以前に存在した全てのスポーツフェラ

　　　　イソの解散についての連合軍管理委員会指令

　　　　第23号。

　　　ソ承認。

10．22．ライプツィヒ・ドイツ身体文化大学創立。

1951．2．13．第1回オーバーホーフ「全ドイツ」スポーツ

　　　　会談。
　　3，17．SED中央委員会第5回総会、「身体文化とス

　　　　　ポーツの分野での課題」決定。

　　4．22，東ベルリソでDDRオリソピック委員会創立。

1952．　7，24。

　　8．7．

12．12。

1955，6．23．

「国家身体文化・スポーツ委員会」創立。

「スポーツ・技術協会」形成に関する規定公
布。

DSBによる中断（1952．9．22．）後、DSBとDS

による全ドイツ・スポーツ交流の再開。

11．25・27

1957．　2．23，

4．27．

1959．　5．29．

7．8．

1960。　3．6、

1961．　8．16．

10CによるDDRオリソピック委員会の暫定
的承認。全ドイツ・オリソピックチームの形

成についての1㏄の決議。

　カール・マルクス・シュタットで第3回
スポーヅ会議（コソフアレソス）。

ドルトムソトで全ドイツ・スポーツ交流につ

いてのDSBとDSの交渉。

DSの後継組織として、東ペルリソで、ドイ

ツ体操・スポーツ同盟（DTSB）創立。

1㏄会畏ブラソデージ、ドイツニつの国家の

オリソピック委員会に全ドイッ・オリソピッ

クチームの保持を義務づける。

ベレケ（ヴェストファレン）で、全ドイツ。ス

ポーツ交流についてのDSBとDTSBの交渉。

ベルリソの両部分でのオリソピック予選実施

へのブラソデージの裁定。

壁構築にもとづくDSBによる全ドイツ・ス
ポーツ交流の中断。

8．18．DTSB、DDRのスポーツマソに、国境の保

　　全に寄与するよう呼びかける。

1963．　7．　3．

8．5．

DTSB、ドイツ・スポーツ同盟とのスポーツ

交流に西ベルリソを含めることを拒否。

DTSB会長エヴァルト、西ベルリソのための

独自のオリソピック委員会を要求。

1946．3．7．FDJ創立D

1948．10．1．ドイツスポーツ委員会（DS）創立一FDJ、

　　　　FDGB、市町村スポーツの代表による。

1964．9．8．ウルブリヒト、ドイツの両国家間のスポーツ

　　　　交流の再開は、西ペルリソの代表も呼ぱれる

　　　　　べき同権で構成される共同のドイツ・界ボー

　　　　　ツ委員会の創立にとっての前提と宣言。

1949．10．7．DDR成立。

1950．7，12．国際チェス連盟によるDSのチェス・セクショ

1965．10．8．全ドイツ・オリソピックチームの解散の10C

　　　　決定。
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12．7，DTSB、全ドイツ・スポーツ交流を再開しよ

　　　うという1965．10。30．のDSBの申し出に応じ

　　　る。

1966．5．8．DDRとソ連の間のスポーツ協定。

1968．　9．20．

10．12．

国家評議会、「ドイツ民主共和国における社

会主義の発達した社会体制の形成における身

体文化とスポーツの課題」決議。

メキシコで、IOCによるDDRオリソピック
委員会の最終的承認。

1970．7．1．身体文化・スポーツ内閣官房の創設。

　　7．2．ハレで、DSBとDTSBの会談開始。

　　11．20．ミュソヘソで、DSBとDTSBの第2回会談。

1974．5．8．DSBとDTSBのスポーツ関係の規則について

　　　　　のプロトコルの署名、その暦年のスポーツ行

　　　　　事の実施についての最初の計画の公表。

化・スポーツの価値について」（Einheit，Nr．12／

1986，S，1123）で、DDRには生活の全分野で

最高の業績を得ようと努めかつ達成する全ての条

件が存在したと主張したとき、それは全く願望思

考にすぎず、続けて次のように言うのも半真理で

しかない。「高水準の追求と行動が最も深いヒュー

マニズム的内容をもつ社会主義においては一般に

そうであるように、社：会主義身体文化においても

高水準の概念は中心的カテゴリーである。」この

文章の最後の点のみがあたっている。結局、党と

国家の指導部による高水準追求と無制限的服従へ

の社会全体の動機づけは、これまで成功しなかっ

たことを物語っており、ここにシステムの深刻な

矛盾があったのである。

1977．3．15・19，エヴァルト団長のDTSB代表団、DSB訪

　　　　　問。

　　7．26．DDRとソ連の第二次スポーツ協定。

1980，5。13．エヴァルト、モスクワ大会ポイコットを思い

　　　　　とどまらせるために、ドイツ連邦共和国オリ

　　　　　ソピック委・DSB役員を訪問。

1984。5。10。DDRオリソピック委、ロサソゼルス大会ポ

　　　　　イコットを宣言。

1985．6．1．東ペルリソで、第90回10Lセッショソo

1987．4．24－27．　エヴァルト団長のDTSB代表団、DSBを

　　　　　訪問。

　　10．27，SED政治局決議「2000年までのDDRの高水

　　　　　準スポーツの将来的発展のための基本方針」

　　　　　（未公開）。

5．DDRスポーツシステムの矛盾
　傑出したスポーツマソを政治システムのための

アイデソティティに利用する意図があったことは

確かである。しかし、いわゆる「トレーニソグシャ

ツを着た外交官」が外国でのDDR像に肯定的な

影響を及ぽし、対外政策上もドイツ政策上も利益

をもたらしたとはいえ、それによってSEDの内

政的な正統性要求に決定的な利益確保の例証とな

るものでは決してない。S　E　D中央委員会スポー

ツ部長ルディ・ヘルマソが論説「社会主義身体文

〈参照文献＞

1）　Gunter　Holzwei6ig，Sport　und　Pohtik　in　der

　DDR，Berhn1988．
2）　Gunter　HolzweiBig，Diplomatie　im　Trainingsan－

zug，Spo践als　politisches　Inst㎜ent　derDDR

　in　den　innerdeutschen　und　internationalen　Bezie－

　hungen　mit　einem　Exkurs　von　Manfred　Messing

　und　Dieter　Voigt廿ber　die　Olympischen　Spiele

　in　Montreal　und　Moskau　i鳳der　Berichterstattung

　der　Medien，M近nchen　und　Wien1981．

3）　Ulrich　Pabst，Sport－Medium　der　Politik？Der

　Neuaufbau　des　Sports　in　Deutschland　nach　dem2．

　Weltkrieg　und　die　innerdeutschen　Sportbeziehun－

　gen　bis1961，Berlin　1980．

4）Wilh　Ph．Knecht，Das　Medai皿enkollektiv，Fak・

　ten　Dokumente　Kommentare　zum　Sport　in　der

　DDR，Berlin1978．

5）Willi　Lutz，Ideologie　und　Wissenschaft　in　der

　Sportsoziologie　der　DDR．Eine　Untersuchung廿ber

　die　politische　Instrumentalisierung　einer　Zweig－

　soziologie　im　real　existierenden　Sozialismus（Beit－

　r琶ge　zur　Deutschlandforschung　Bd．3．hrsg．von

　Dieter　Voigt　und　Manfred　Mεssing），Bochum1988．

6）　Leibes近bungen　und　Sport　in　Deutschland　vom

　Ersten　Welt㎞eg　bis　zur　Gegenwart．BImd皿／2der

　Geschichte　der　Leibes近ubungen，hrsg．von　Horst
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　Ueberhorst，Berhn1982．

　（Gunter　HolzweiBig，Sport　als　Instrument　der

　DDR　in　deninner〔ieutschen　und　internationalen

　Beziehungen．）

7）　K6rperkult肛und　Sport．Rechtllche　Bestimmun－

　gen，　Ost－E絶rh　n　1984．

8）　K6rperkultur　und　Sport　in　der　DDR。Gesell－

　schaftswissenschafthches　Lehrmater蓋al，Ost・Berlin

　1982．

9）　Sport　und　Recht．Handbuch　f廿r　den　Sport－

　p琶dagogen，Ost－Berlin1982．

10）　Kleine　Enzyk亙op巨die　K6rperkultu■und　Sport，

　Leipzig1979。

11）Dei　Sportfunktion血．Hinweise　und　Anregung－

　en　fhr　die　ehrenamtliche　T乞tigkeit　des　Sport－

　hmktion琶rs，Ost－Berlin1978．

12）Geschichte　der　K6rperkultur　in　Deutschland，

　Band　rV1945・1961，0st－Berlin1967。

（以上は本研究に使用した文献であり、他にこれに倍す

る未参照文献がある。）

2．r革命」後の東欧スポーツ

　　ー現地調査中間報告一

唐木國彦

1．　なぜ現地調査か？

1）　ニュースペーパー・ソシオロジー

　今日の世界の変転は1週間、1日で180度の展

開をすることがあり、昨日までの情報がすでに役

立たなくなってしまうこともまれでない。そうし

た速いテソポで動く社会を対象とする研究におい

ては新聞報道はぎわめて有用な情報源である。新

聞はさらに官庁、企業、研究機関など、さまざま

な組織の情報活動（調査、統計など）について報道

をするので、その記事がまた重要な研究資料とな

る。こうして新聞に情報源を大きく依存している

現代の社会学研究をニュースペーパー・ソシオロ

ジーとよぶ。

　ニュースペーパー・ソシオロジーは情報化時代

における不可避な事態ではあろうが、そこにひと

つの落し穴がある。結論からいえば、新聞の情報

には一定のバイアスがかかっているということで

ある。情報は記者の目、デスクの選択を経たもの

であり、真実の一半を伝えるとしても、真実でな

いことは確かである。

　こうした新聞報道の限界をまざまざ見せつけた

のが、今回の東欧r革命」であった。政治変革に

ついてはおくとして、スポーツについていうと、

「金メダルの秘密」一点に焦点がしぼられ、大衆

のスポーツについてはほとんど触れられていない。

競技スポーツ優先のわが国のジャーナリズムの偏

狭なスポーッ観がそこに示されているのである。

こうしたパイアスを経る前の生の情報をえるため、

私は東欧に行くことにした。

2）　スポーツ組織におけるfederalismとcentra－

　lism

　近代スポーツの組織原理r統一組織、統一ルー

ル」には、本来何ものにも拘束されない自由な活

動としてのスポーツを規格統一するという矛盾を
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